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令和５年度２月補正予算（第８号） 

 

１．一般会計 

【民生費】 

・低所得者支援臨時特別給付金給付事業費・事務費 ・・・・・・・・・・・・・・・４ 

・被災者入所受入支援事業費（障害福祉施設） ・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

・被災者入所受入支援事業費（介護保険施設等） ・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

・被災者入所受入支援事業費（児童福祉施設） ・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

・能登半島地震被災者見舞金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

【商工費】 

・被災者雇用奨励金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

【土木費】 

・能登半島地震被災者生活準備支援金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

 

２．令和６年能登半島地震関連予算総括表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

 



 

 

 

 

１．目的 
  物価高騰に直面し、影響を受けている低所得者及び低所得者子育て世帯への支援を行うた

め、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、住民税非課税世帯を対象とし

ていた臨時特別給付金を住民税均等割のみ課税世帯まで拡充する。また、住民税非課税世帯

及び均等割のみ課税されている世帯のうち、子育て世帯については加算給付を行う。 

   

２．内容 

  基準日（令和５年１２月１日）において本市に住民登録があり、令和５年度住民税所得割

が非課税で、均等割のみ課税されている世帯に対し、１世帯当たり１０万円を支給する。併

せて、令和５年度住民税が非課税または均等割のみ課税されている世帯のうち、扶養されて

いる１８歳以下の児童（平成１７年４月２日以降に生まれた児童）１人当たり５万円を支給

する。 

   

 〇事業費       ７６０，０００ 千円                    

    均等割のみ課税世帯    ５，０００世帯 ×  １００，０００円 ＝  ５００，０００千円 

    均等割のみ課税世帯の児童 １，１００人  ×   ５０，０００円 ＝   ５５，０００千円 

    非課税世帯の児童     ４，１００人  ×   ５０，０００円 ＝  ２０５，０００千円 

     

〇事務費        ９７，６００ 千円  

    システム改修費用（データ抽出作業費）                   ３６，３００千円 

        事務処理業務委託                             ４２，９０４千円 

    コールセンター業務委託                           ５，９２７千円 

        受付窓口業務委託                                ７，１２９千円 

    郵送料                                   ２，０２０千円 

     口座振込手数料                                 ８８０千円 

    人件費                                   １，２５４千円 

    その他事務費（電話代、事務用品リース代、消耗品費等）            １，１８６千円                

 

◇スケジュール 
（１）住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金（７万円）を受給した世帯のうち、児童

１人当たり５万円を、指定口座にプッシュ型で振り込む。 
（２）住民税が均等割のみ課税されている世帯には、対象者に確認書を送付し、返送され

た確認書の審査後、１世帯当たり１０万円と児童１人当たり５万円を加算し、順次指

定口座に振り込む。 

 

※確認書の送付及び振込開始は令和６年３月下旬から４月を想定。 

    

３．補正予算額   

８５７，６００千円    （財源内訳）国庫支出金(10/10)  ８５７，６００千円 

 

４．繰越明許費（追加）   

８５４，２００千円   （財源内訳）国庫支出金(10/10)  ８５４，２００千円 

          

低所得者支援臨時特別給付金給付事業費・事務費 
 

住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金  

及び 低所得者の子育て世帯への追加特別給付金（こども加算） 

 

令和 6 年 2 月定例月議会 

福祉総務課 生活支援給付金室 

補正予算書 P14～15 

 

物価高騰 

対策 
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〇給付⾦・定額減税⼀体措置（イメージ図）

給付 減税

⑤《調整給付》 1万円
  1万円単位で切り上げ

2万円

3万円

4万円

～270万円
程度

～2000万円

年
収
2
千
万
円
超
は

定
額
減
税
の
対
象
外

 一世帯当たり7万円
（Ｒ５.11月補正で予算措置）

③《こども加算》
18歳以下の扶養児童一人当たり5万円

（R5住⺠税非課税世帯及びR5住⺠税均等割のみ課税世帯）

＋
①《非課税世帯への給付》

一世帯当たり3万円
（Ｒ５.６月補正で予算措置）

②《均等割のみ課税世帯
への給付》

一世帯当たり
10万円

⑥ʼ《定額減税》

⑥《減税》

納税者及び配偶者を含めた
扶養家族一人につき約4万円

（減税＋調整給付）

【満額減税を受けられる層】

納税者及び配偶者を含めた
扶養家族一人につき4万円

（所得税3万円＋住⺠税1万円）

～255万円
程度

【R5住⺠税非課税世帯】 【R5住⺠税均等割のみ課税世帯】 【定額減税しきれない層】

～535万円
程度

④新たに住⺠税非課税世帯等となる世帯

給与収入モデル例
夫婦と子2人(小学生)
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１．目的 

  令和６年能登半島地震で被災した障害者を支援するため、市内の障害福祉施設で受入れ

を行う法人に対して入所等にかかる経費を支給し、対象施設における入所受入れの円滑化

を図る。 

 

 

２．内容 

令和６年能登半島地震で被災した障害者を市内の対象施設で入所者として受け入れた法

人に対し、入所者 1人あたり５万円を支給する。 

 

〔対象施設〕 

区 分 施設の種類 入所者(見込) 

障害福祉施設 
障害者支援施設 

計 20 人 
共同生活援助事業所 

 

 

 

３．補正予算額      １，０００千円 （財源内訳） 一般財源 １，０００千円 

 

 

４．繰越明許費（追加）  １，０００千円 （財源内訳） 一般財源 １，０００千円 

 

令和 6 年 2 月定例月議会 

障害福祉課 

補正予算書 Ｐ14～15 

    被災者入所受入支援事業費 

     （障害福祉施設） 
能登半島 

地震対応 
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１．目的 

  令和６年能登半島地震で被災した高齢者を支援するため、市内の介護保険施設等で受入

れを行う法人に対して入所等にかかる経費を支給し、対象施設における入所受入れの円滑

化を図る。 

 

 

２．内容 

令和６年能登半島地震で被災した高齢者を市内の対象施設で入所者として受け入れた法

人に対し、入所者 1人あたり５万円を支給する。 

 

〔対象施設〕 

区 分 施設の種類 入所者(見込) 

介護保険施設等 

短期入所生活介護 

計 20 人 

短期入所療養介護 

介護老人福祉施設 

（地域密着型を含む） 

介護老人保健施設 

養護老人ホーム 

認知症高齢者グループホーム 

 

 

 

３．補正予算額      １，０００千円 （財源内訳） 一般財源 １，０００千円 

 

 

４．繰越明許費（追加）  １，０００千円 （財源内訳） 一般財源 １，０００千円 

 

令和 6 年 2 月定例月議会 

介護保険課 

補正予算書 Ｐ14～15 

    被災者入所受入支援事業費 

    （介護保険施設等） 
能登半島 

地震対応 
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１．目的 

  令和６年能登半島地震で被災した児童を支援するため、市内の児童福祉施設で受け入れ

を行う法人に対して入所等にかかる経費を支給し、対象施設における入所受け入れの円滑

化を図る。 

 

 

２．内容 

令和６年能登半島地震で被災した児童を市内の対象施設で入所者として受け入れた法人

に対し、入所者 1人あたり５万円を支給する。 

 

〔対象施設〕 

区 分 施設の種類 入所者(見込) 

児童福祉施設 

乳児院・児童養護施設 

計 10 人 母子生活支援施設 

障害児入所施設 

 

 

 

 

３．補正予算額     ５００千円  （財源内訳）一般財源  ５００千円 

 

 

４．繰越明許費（追加） ５００千円  （財源内訳）一般財源  ５００千円 

 

令和 6 年 2 月定例月議会 

こども家庭課、こども発達支援課 

補正予算書 Ｐ14～15 

    被災者入所受入支援事業費 

     （児童福祉施設） 
能登半島 

地震対応 
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１．目的 

  令和６年能登半島地震の被災者で、本市に避難されてきた方々の生活基盤の回復に資す

るため、見舞金を給付する。 

 

   

２．内容 

 （１）対象世帯 

    令和６年１月１日に能登半島地震により災害救助法の適用となった地域（※）に住

所を有し、住家を失った世帯で、本市へ避難し、１箇月以上居住（予定）している世

帯 

    ※新潟県、富山県、石川県及び福井県の４７市町村（３５市１１町１村） 

 

（２）見舞金の内容 

   １世帯当たり   ８万円（ただし、単身世帯は４万円） 

※ １回限りの給付とする。 

 

（３）申請期間 

   要綱の告示日から令和７年１月３１日まで 

   

 

３．補正予算額      ３，０００千円  （財源内訳）一般財源  ３，０００千円 

 

 

４．繰越明許費（追加）  ３，０００千円  （財源内訳）一般財源  ３，０００千円 

 

 

          

     能登半島地震被災者見舞金 

令和 6 年 2 月定例月議会 

福祉総務課 

補正予算書 P14～15 

 

能登半島 

地震対応 
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  被災者雇用奨励金   

 

 

 

１．目的 

  令和６年能登半島地震で被害を受け、本市に避難している被災者を雇用する事業

主に対して奨励金を支給することにより、被災者雇用の理解を深め、被災者の雇用

機会の拡大を図る。 

 

 

２．内容 

  市内で事業を営む事業主が、公共職業安定所を経由して令和６年能登半島地震被

災者を継続して３箇月以上雇用する場合、一人当たり１０万円を支給する。 

  （被災者の就労見込み人数 １０人） 

 

 

 

３．補正予算額     １，０００千円 （財源内訳）一般財源 １，０００千円 

 

 

 

４．繰越明許費（追加） １，０００千円 （財源内訳）一般財源 １，０００千円 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6 年 2 月定例月議会 

商業労政課 

補正予算書Ｐ14～15 

    被災者雇用奨励金 

能登半島 

地震対応 
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１．目的 

令和６年能登半島地震により被災し、本市の市営住宅に入居した被災者が、生活

を送るために必要な物品等を揃えるための支援金を給付する。 

 

 

２．内容 

（１）給付対象 

令和６年１月１日に能登半島地震により災害救助法の適用となった地域（※）

に住所を有し、本市の市営住宅へ１箇月以上居住（予定）する被災者 

※新潟県、富山県、石川県及び福井県の４７市町村（３５市１１町１村） 

 

（２）支援金の内容 

   １戸あたり     ２０万円 

   ※１回限りの給付とする。 

 

（３）申請期間 

   要綱の告示日から令和７年１月３１日まで 

 

 

３．補正予算額     ２，０００千円 （財源内訳）一般財源  ２，０００千円 

 

 

４．繰越明許費（追加） ２，０００千円 （財源内訳）一般財源  ２，０００千円 

     能登半島地震被災者生活準備支援金 

令和 6 年 2 月定例月議会 

市営住宅課 

補正予算書 P16～17 

 

能登半島 

地震対応 
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１．２月補正（先議分）

Ｎｏ 事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要
事業費

（千円）
担当所属

1 被災者入所受入支援事業費

　障害者、高齢者、児童の各入所施設に被災者を受け入れた法人に対し、受け入れ準備等にかかる経費を補
助する。（積算内訳：障害福祉課1,000、介護保険課1,000、こども家庭課350、こども発達支援課150）

＜対象＞
　令和７年１月末までに入所受け入れした法人
＜補助額＞
　入所者一人あたり５万円

2,500

障害福祉課
介護保険課

こども家庭課
こども発達支援課

2 能登半島地震被災者見舞金

　生活基盤の回復に資するため、本市に１ヶ月以上居住する見込みの避難世帯に対し１世帯８万円（単身世
帯は４万円）の災害見舞金を支給する。

＜対象＞
　令和６年１月１日に発生した能登半島地震により災害救助法の適用となった地域に住所を有し、住家を
失った世帯

3,000 福祉総務課

3 被災者雇用奨励金

　本市に避難している被災者を雇用する事業主に対して、奨励金を交付し、震災被災者の雇用機会の拡大を
図る。

＜対象＞
　被災者を公共職業安定所を経由して継続して３ヶ月以上雇用する事業主
＜補助額＞
　一人あたり10万円

1,000 商業労政課

4
能登半島地震
被災者生活準備支援金

　能登半島地震により被災し、本市の市営住宅（被災者用住宅として30戸を提供）に入居した被災者が、当
市での生活を送るために必要な物品等（エアコン、ガスコンロ、照明などの家電製品を想定）を揃えるため
の支援金として、１住戸当たり20万円を支給する。

＜対象＞
　令和６年１月１日に発生した能登半島地震により災害救助法の適用となった地域に住所を有し、本市の市
営住宅に１箇月以上居住（予定）しているもの

2,000 市営住宅課

8,500

令和６年能登半島地震関連予算総括表

合　　　　　　　　　　　　計

令和6年2月定例月議会
補正予算書 P14～17 
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２．令和５年度既決予算対応分

３．令和６年度当初予算対応分

Ｎｏ 事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要
事業費

（千円）
担当所属

1 耐震化促進事業費

　昭和56年５月以前に建築された木造住宅の無料耐震診断や耐震補強計画策定・工事費等への補助につい
て、能登半島地震の影響による補助件数の増加が見込まれるため、事業費の拡充を図る。

　○令和６年度予定数
　　無料診断　　　　　400件→500件（18,880千円→23,600千円）
　　補強計画・工事　   15件→ 20件（20,700千円→27,600千円）
　　除却工事　　　　　350件→400件（122,500千円→140,000千円）
  　その他啓発　　　　　　　　　  （176千円）
  　合計              765件→920件（162,256千円→191,376千円）

191,376 建築指導課

2
ブロック塀等
安全対策事業費

　地震により倒壊する恐れのある危険なブロック塀等の撤去費の補助について、能登半島地震の影響による
補助件数の増加が見込まれるため、事業費の拡充を図る。

　○令和６年度予定数　110件→128件（8,000千円→9,000千円）

9,000 建築指導課

200,376合　　　　　　　　　　　　計

　令和６年１月19日の議員説明会資料時点における応援職員の派遣総数は136名（予定を含む。）です。
　この応援職員の派遣に伴う職員手当、旅費、燃料費、消耗品費などの支出については、緊急を要するため関係各部局の既決予算を流用しており、やむ
を得ずなお不足する場合は予備費の充用により対応する方針です。
　また、派遣終了後に支出額が確定するまで実績を把握することが困難であることから、決算時に実績をお示しする見込みです。

令和６年能登半島地震関連予算総括表
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